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こ
の
請
願
は

寄
居
町
の
子
ど
も
た
ち
の
給
食
教

育
を

行
政
が
引
き
続
き
確
立
し
て
い
く
た
め
に

学

校
給
食
を
民
間
委
託
せ
ず

給
食
の
安
全
性
を
守

て

ほ
し
い

と
い
う
も
の
で

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託

詳
し
く
審
議
を
求
め
る
こ
と

さ
れ
ま
し
た

︵
主
な
審
議
内
容
︶　

　
・
委
託
業
務
の
作
業
内
容

　
・
業
者
の
選
定
方
法
と
時
期

　
・
保
護
者
か
ら
の
民
間
委
託
に
対
す
る
問
い
合
わ

せ
の
有
無

　
な
お
、本
会
議
に
お
い
て
田
母
神
節
子
議
員
に
よ
る

﹁
給
食
は
教
育
の
大
事
な
部
分
で
、行
政
の
責
任
で
行

う
こ
と
が
第
一
。本
来
は
自
校
方
式
が
最
良
と
考
え
る

が
、せ
め
て
現
状︵
セ
ン
タ
ー
方
式
︶の
給
食
を
充
実
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
。給
食
を
企
業
の
利
益
対
象
に

は
さ
せ
ら
れ
な
い
﹂と
の
賛
成
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　
・
現
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
員
の
異
動
等
の
考
え
方

　
・
安
全
で
お
い
し
い
給
食
を
守
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
部
分
は
、
民
間
委
託
し
て
も
満
た
さ
れ
て

い
く
の
で
は
な
い
か

等
の
質
疑
・
意
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
委
員
会
で
は

審
議
の
結
果
、﹁
民
間
委
託
で
も
可
能
﹂
と
し
て
不
採

択
と
し
、
本
会
議
に
お
い
て
も
賛
成
少
数
で
不
採

択
と
な
り
ま
し
た
。

収益的収支

 収入：200万円を増額 (0.2％増）

 支出：53万 8,000円を増額 (0.1％増）

資本的収支

 収入：2,640万円を減額 (6.3％減）

 支出：3,613万2,000円を減額 (4.1％減）

国民健康保険特別会計 (２回目）

医療制度改革により、この４月から後期
高齢者医療が導入されましたが、期待さ
れた国保の経営不安は解消されていない
状況です。今回の補正予算は、医療費の伸
びなどによる保険給付費の追加が主な内
容でしたが、その財源として、やむを得ず
一般会計からの法定外繰入金を5,000万
円追加したものです。

１億 8,992万 8,000円を増額補正
 (5.3％増）

36 万円を減額補正 (0.1％減）

後期高齢者医療特別会計 (１回目）

今回の補正では、保険料の追加の軽減に
伴う経費を追加しましたが、全体として
は減額の補正となりました。後期高齢者医
療制度は、年金からの天引きのあり方の改
善等、持続可能で安定的な制度の実現に向
けた取り組みがなされています。

下水道事業特別会計 (２回目）

男衾地区（寄居第２処理分区）の実施設

計委託料等を減額し、その一部を工事請

負費に追加してホンダ関係の工事等を

今年度中に完成させるために組み替え

たものです。

996万 8,000円を減額補正 (0.9％減）

水道事業会計 (２回目）

人事異動に伴う人件費の追加・更正や、農
集事業に伴う配水管布設事業費の確定等
により、所要額の補正を行ったものです。

請
願
⋯
民
間
委
託
化
せ
ず
、セ
ン
タ
ー
方
式
の
学
校
給
食
を
充

実
さ
せ
て
く
だ
さ
い

給
食
の
安
全
性
は
民
間
委
託

で
も
可
能
↓
請
願
は
不
採
択

寄居町学校給食センターの調理風景

請
願
者
⋯
寄
居
町
学
校
給
食
を
守
る
会
︵
寄
居
町
富
田
︶

　
　
　
　
代
表 
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照
子
ほ
か
８
０
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名
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議

会

だ

よ

り

掲

載

ペ

ジ
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請
願
⋯
﹁
協
同
労
働
の
協
同
組
合
法(

仮
称)

の
速
や
か
な
制

定
を
求
め
る
意
見
書
﹂
提
出
を
求
め
る
請
願

協
同
労
働
法
制
化
等
に
つ

い
て
の
請
願
を
採
択

　
こ
の
請
願
は

協
同
労
働
の
協
同
組
合
法
を
国

会
で
徹
底
し
て
議
論
す
る
こ
と
と

速
や
か
な
る
制

定
を
求
め
る
意
見
書
を
寄
居
町
議
会
で
採
択
し
て
ほ

し
い

と
い
う
も
の
で
す

　
こ
の
協
同
労
働
の
組
合
法
は
、
協
同
組
合
に
参
加

す
る
す
べ
て
の
人
が
協
同
で
出
資
し
、
働
く
形
を

と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
念
で
活
動
し
て
い
る
人

は
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
約
３
万
人
、
事
業
規

模
は
３
０
０
億
円
程
度
に
上
る
と
さ
れ
、
欧
米
に
続

い
て
日
本
で
も
法
制
化
の
検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
付
託
さ
れ
た
総
務
常
任
委
員
会
な
ら
び
に
本
会
議

に
お
い
て
賛
成
多
数
で
採
択
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
会
議
に
お
い
て
田
母
神
節
子
議
員
に
よ
る
、

﹁
主
体
的
に
社
会
に
参
加
し
、ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
り
な

が
ら
働
く
こ
と
は
個
人
の
小
さ
な
夢
の
実
現
に
も
通
じ

る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
当
た
り
前
の
主
体
的
な
社
会
参
加

で
あ
り
、１
日
も
早
い
法
制
定
の
実
現
を
希
望
す
る
﹂と
の

賛
成
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

条例の一部改正

町長及び副町長の給与等に関する条例及び教育長の給与、可決 (賛多)   － × × × × × ○ × ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
勤務時間その他の勤務条件に関する条例

地方自治法の規定に基づき、町長・副町長・教育長の給料
を改定するもので、平成 21年４月１日から施行されます。

寄居町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 可決 (全賛)   － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
裁判員制度導入に伴い、特別休暇の扱いを変更するもので、
平成 21年５月21 日から施行されます。

寄居町認可地縁団体印鑑条例 可決 (全賛)   － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
民法及び地方自治法の改正に伴い、条文の参照先の変更を

行ったものです。

寄居町国民健康保険条例 可決 (全賛)   － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科医療補償制度創設に当たり、保険料相当分を出産育児

一時金として加算支給することとしたものです。

平成 20 年度 寄居町補正予算

一般会計 可決 (賛多)  P. 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ × ○ ○

国民健康保険特別会計 可決 (全賛)  P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期高齢者医療特別会計 可決 (全賛)  P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下水道事業特別会計 可決 (全賛)  P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農業集落排水事業特別会計 可決 (全賛)  P. 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水道事業会計 可決 (全賛)  P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願

「協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める 採択 (賛多)  P. 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ × ○ ○ ○ ○ ○

意見書」提出を求める請願

民間委託化せずセンター方式の学校給食を充実させて 不採択(賛少)  P. 4 × × × × × × × × × ※ × × × ○ × ×

ください

意見書

「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める 可決 (全賛)   － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

意見書提出について

請
願
採
択
を
受
け
て
、　
　
　
　

国
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

佐
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平
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昇
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井
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安

明

請
願
者
⋯
﹁
協
同
労
働
の
協
同
組
合
﹂
法
制
化
を
め
ざ
す

　
　
　
　  

市
民
会
議
・
埼
玉
︵
さ
い
た
ま
市
︶

　
　
　
　  

会
長 

内
野
富
夫

○：賛成

×：反対
※）議長は議事進行を行うため、賛否の表明はしません。ただし、採決で
賛否が同数となった場合は「議長裁決」という形で賛否表明をします。


